
<論 説>

ヨーロッパ会社の株主総会

笹 川 敏 彦

目次
Ⅰ はじめに
Ⅱ ヨーロッパ会社の株主総会

⚑ 株式会社法制への広範な準用
⚒ 総会の権限
⚓ 総会開催の頻度
⚔ 招集機関による総会の招集
⚕ 少数株主による総会招集請求権
⚖ 少数株主による議題提案権
⚗ 多数決要件

Ⅲ おわりに

Ⅰ はじめに
（1）EU において、会社法領域での統合の象徴となっているのが、

ヨーロッパ 会 社（société européenne, European Company, Societas
Europaea；SE）法である。同法は、構想以来 40 年以上の歳月を経て
2001 年に成立し、2004 年に施行された、EU の超国家的会社法である1,2。
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1 本稿においては、次の外国語文献を参照した。（a）単行本としては、Jacques-
Louis Colombani et Marc Favero, La société européenne, Joly, 2002, pp. 99 et suiv.,
Angel Rojo, Les investisseurs: Actionnaire et autres porteurs de titres, in Klaus J.
Hopt, Michel Menjucq, et Eddy Wymeersch (sous la direction de), La société
européenne: oraganisation juridique et fiscale, intérêts, perspectives, Dalloz, 2003, pp.
115 et suiv., Erik Werlauff, SE---The Law of the European Company, translated by
Steven Harris, DJØF Publishing, 2003, pp. 95 et suiv., Charles Goyet, Société
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européenne, Répertoire de droit communautaire, Dalloz, 2004, pp. 1 et suiv., Yve De
Cordt, La fonctionnement de la société européenne, in Jacques Malherbe (sous la
coordination de), La société européenne, Bruylant, 2005, pp. 123 et suiv., Dirk Van
Gerven and Elke Janssens, National reports from EU Member States: Belgium, in
Dirk Van Gerven and Paul Storm ed., The European Company, volume Ⅰ,
Cambridge University Press, 2006, pp. 146 et suiv., Vagn Thorup, Nikolaj Hansen,
Claus Juel Hansen and Arne Ottosen, National reports from EU Member States:
Denmark, in Gerven and Storm ed., ibid, pp. 174 et suiv., Wilhelm Haarmann and
Clemens Philipp Schindler, National reports from EU Member States: Germany, in
Gerven and Storm ed., ibid, pp. 237 et suiv., Nigel Boardman, National reports from
EU Member States: United Kingdom, in Gerven and Storm ed., ibid, pp. 456 et suiv.,
Jean-Marc Desaché, National reports from EU Member States: France, in Dirk Van
Gerven and Paul Storm ed., The European Company, volume Ⅱ, Cambridge
University Press, 2008, pp. 114 et suiv., Francesco Gianni, National reports from EU
Member States: Italy, in Gerven and Storm ed., ibid, pp. 203 et suiv., Margarida
Pereira Barrocas, National reports from EU Member States: Portugal, in Gerven and
Storm ed., ibid, p. 289 et suiv., Miguel Liria Plañiol, National reports from EU
Member States: Spain, in Gerven and Storm ed., ibid, pp. 362 et suiv., Michel
Menjucq, Société Européenne, Répertoire des Sociétés, Dalloz, 2008, pp. 1 et suiv.,
Michel Menjucq, Société Européenne, Juris Classeur, Sociétés Traité 8, Fasc. 195-10,
2009, pp. 1 et suiv., Jacques Mestre et Dominique Velardocchio, Lamy Sociétés
Commerciales, 2009, Lamy, pp. 2523 et suiv., Adriaan Dorresteijn, Tiago Monteiro,
Christoph Teichmann, and Erik Werlauff, European Corporate Law, Second Editon,
Wolters Kluwer, 2009, pp. 1 et suiv, Mads Andenas and Frank Wooldridge,
European Comparative Company Law, Cambridge University Press, 2009, pp. 1 et
suiv., Thomas Mastrullo, Le droit international des sociétés dans l’espace régional
européen, Thèse de doctrat, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille Ⅲ, Presses
Universitaires D’aix-Marseille, 2009, pp. 1 et suiv., Audrey Fayt, La société anonyme
européenne, in Nicolas Thirion (sous la coordination de), Droit international et
européen des soicétés, larcier, 2009, pp. 191 et suiv., Catherine Cathiard et Arnaud
Lecourt, La pratique du droit européen des sociétés Analyse comparative des
structures et des fusions transfrontalières, Joly édition, 2010, pp. 393 et suiv.,
Dominique Vidal, Droit des sociétés, 7e édition, LGDJ, 2010, pp. 735 et suiv., Gert-Jan
Vossestein, Modernization of European Company Law and Corporate Governance:
Some Considerations on its Legal Limits, Wolters Kluwer, 2010, pp. 1 et suiv., Anne
Charvériat, Alain Couret, Bruno Zabala et Barthélemy Mercadal, Mémento
Pratique, Sociétés Commerciales 2011, 2010, pp. 1 et suiv., Alain Couret, La société
européenne, in Jacques Béguin et Michel Menjucq (sous la direction de), Droit du
commerce international, 2e édition, LexisNexis, 2011, pp. 214 et suiv., Françoise



札
幌
学
院
法
学
（
三
三
巻
二
号
）

六
三

(一
三
一
)

Dekeuwer-Deffossez et Andra Cotiga (sous la direction de), La société européenne:
Droit et limites aux stratégies internationales de développement des entreprise,
Bruylant, 2013, Michel Germain et Véronique Magnier, Les sociétés commerciales,
Traité de droit des affaires de Georges Ripert et René Roblot, tome 2, 21e édition,
LGDJ, 2014, pp. 1 et suiv., Katia Bouchoul, Le Règlement SE, un outil européen au
confluent des intérêts nationaux et du droit de l’Union européenne, Thèse de doctorat
en Droit, Université Nice Sopia Antipolis, 14 décembre 2015, available at, https://tel.
archives-ouvertes. fr/tel-01310152/document., Paul Le Cannu et Bruno Dondero,
Droit des sociétés, 6e édition, LGDJ, 2015, pp. 1 et suiv., Paul L. Davies and Sarah
Worthington, Gower’s Principles of Modern Company Law, Tenth Edition, Sweet
and Maxwell, 2016, pp. 1 et suiv., Michel Menjucq, Droit international et européen
des sociétés, LGDJ, 4e édition, 2016, pp. 196 et suiv., Philippe Merle et Anne Fauchon,
Droit commercial Société commerciales, 20e édition, Dalloz, 2016, pp. 1 et suiv.
（b）雑誌論文としては、Michel Menjucq, La société européenne: enfin l’abou-

tissement, D. 2001, p. 1085 et suiv., Christine Boillot, L’organisation de la gestion de
la SE: une réglementation en pointillé..., Revue Lamy Droit des affaires, avril 2002, no

48, pp. 23 et suiv., Francis Collin et Jean-Philippe Dom, Enjeux et perspectives de la
société européenne, Actes pratiques et ingénierie sociétaire, novembre-décembre
2005, pp. 4 et suiv., Jean-Jacques Caussain, Les organes sociaux de la SE «à la
française», Journal des sociétés, janvier 2006, no 28, pp. 48 et suiv., Jean-Pierre
Brouillaud, La SAE: La “société approximativement européenne”, La semaine
juridique, édition entreprise et affaires, no 3, 18 janvier 2007, pp. 39 et suiv., Catherine
Cathiard, Les nouveaux atouts de la société européenne, Bulletin Joly Sociétés, mai
2007, pp. 539 et suiv., Catherine Cathiard, Vers un assouplissement du statut de la
société européenne?, Journal des sociétés, mai 2007, no 43, pp. 60 et suiv., Michel
Menjucq, Premiers pas et premier bilan de la SE en France, Revue des Sociétés, no 2,
2007, pp. 253 et suiv., Michel Menjucq, Quels sont les attraits de la société
européenne par rapport aux autres types de sociétés françaises?, Revue lamy droit
des affaires, no 17, juin 2007, pp. 87 et suiv., Reinhard Dammann et Melanie Fronty,
Plaidoyer pour une libéralisation des modes de constitution d’une société
européenne, Droit et Patrimoine, no 163, octobre 2007, pp. 97 et suiv., Catherine
Cathiard et Patrick Thourot, La société européenne: bilan, perspectives et retour
d’expérience, Revue bimestrielle lexisnexis jurisclasseur, novembre-décembre, 2008,
pp. 3 et suiv., Luc Julien-Saint-Amand et Laurence Cuillier, La réalité et l’avenir de la
société européenne, Étude Ernst & Young sur le fonctionnement et l’impact du
statut de la société européenne (SE), Revue lamy droit des affaires, no 71, mai 2012,
pp. 110 et suiv., Katrin Deckert, L’influence du régime de la participation des
salariés, et notamment de la cogestion en Allemagne, sur le choix de la société
européenne par les entreprises, ibid., pp. 116 et suiv., Denis Voinot, La société



同法は、ともに、EU 運営条約 352 条（旧 EU 条約 308 条）を根拠とする
⽛ヨーロッパ会社法に関する 2001 年 10 月⚘日理事会規則⽜3（以下、SE
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européenne: une société à moitié européenne?, ibid., pp. 121 et suiv., Catherine
Cathiard, La société européenne en France, ibid., pp. 125 et suiv., Peter Jung, La
société européenne en Allemagne - Du vaisseau amiral au canot de sauvetage, ibid.,
pp. 131 et suiv., Jodie Kirchner, Corporate restructuring explaining main reasons for
creating an SE, ibid., pp. 135 et suiv., Andra Cotiga, La forme juridique de société
européenne et la compétition entre systèmes normatifs, ibid., pp. 139 et suiv.,
Françoise Dekeuwer- Deffossez, Rapport de synthèse l’avenir de la société
européenne, ibid., pp. 144 et suiv.

2 2001 年に成立する前のヨーロッパ会社法案に関する、わが国における代表的な
業績として、著書のみを挙げれば、森本滋⽝EC 会社法の形成と展開─加盟国会社
法の調整とわが国会社法の改正─⽞（商事法務研究会、1984 年）、正井章筰⽝EC 国
際企業法⽞（中央経済社、1994 年）等がある。2001 年に成立したヨーロッパ会社法
については、上田廣美⽛ヨーロッパ会社法と従業員の経営参加に関する最新動向

（上）（下）⽜国際商事法務 29 巻⚕号（2001 年）527 頁以下、同巻⚖号（2001 年）666
頁以下、正井章筰⽛ヨーロッパ株式会社における労働者の参加規制の新展開⽜小島
康裕教授退官記念⽝現代企業法の新展開⽞泉田栄一他編著（信山社出版、2001 年）
465 頁以下、野田輝久⽛ヨーロッパ株式会社法の成立とその評価─ドイツ法の視
点から─⽜青山経営論集 37 巻⚔号（2003 年）239 頁以下、上田廣美⽛ヨーロッパ
会社法の成立と EU における従業員参加⽜日本 EU 学会年報 23 号（2003 年）231 頁
以下、海道ノブチカ⽛ヨーロッパ会社（SE）と経営参加⽜商学論究（関西学院大学
商学研究会）51 巻⚓号（2004 年）17 頁以下、松田和久⽛欧州連合における欧州会社

（SE）の設立⽜千葉商大論叢 42 巻⚓号（2004 年）171 頁以下、同⽛欧州会社（SE）
の運営における従業員の関与⽜千葉商大論叢 42 巻⚔号（2005 年）143 頁以下、上田
廣美⽛共同体法における会社法の基本的問題とその課題─ヨーロッパ会社と開業
の自由を中心に─⽜慶應法学⚓号（2005 年）⚑頁以下、関孝哉⽛欧州会社法と主
要欧州企業の対応⽜商事法務 1829 号（2008 年）33 頁以下、スピンドラー＝ジェラ
ルド（早川勝訳）⽛ヨーロッパ株式会社：その構造と法政策的展開の状況⽜同志社法
学 61 巻⚗号（2010 年）⚑頁以下、高橋英治＝新津和典⽛ヨーロッパ会社（SE）法
制の現状と課題（上）（下）⽜商事法務 1958 号 1959 号（2012 年）⚔頁以下、46 頁以
下、明山健師⽝EU におけるコーポレート・ガバンナンス─欧州株式会社制度の
体系化と企業の実践─⽞（税務経理協会、2013 年）、新津和典⽛ドイツにおけるヨー
ロッパ会社での一層制の選択肢⽜北村雅史ほか編⽝グローバル化の中の会社法改正⽞

（法律文化社、2014 年）352 頁以下等がある。
3 Règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la
société européenne (SE), JOCE no L 294 du 10/11/2001 pp. 1-21; Council Regulation
(EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE), OJ
L294, 10/11/2001, pp. 1-21.



規則という）ならびに⽛労働者関与に関してヨーロッパ会社法を補完す
る 2001 年 10 月⚘日理事会指令⽜4（以下、労働者関与指令という）から
構成される5。

2001 年に成立したヨーロッパ会社法は、初期の法案とは異なり、同会
社のすべての側面を規定することを放棄し、数多くの事項を各加盟国の
法制に委ねている（SE 規則⚙条⚑項6）。それゆえ、同会社は、各加盟国
の法制が適用される範囲が広いことから、⽛ハイブリッド会社⽜（société
hybride）7 と か⽛ほ と ん ど ヨ ー ロ ッ パ の 会 社⽜（société à moitié
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4 Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la
société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs, JOCE no L
294 du 10/11/2001 pp. 22-32; Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001
supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement
of employees, OJ L 294, 10/11/2001 pp. 22-32.

5 本稿で引用する SE 規則の条文は、EU 官報英語版を参照しつつも、主として同
官報フランス語版から翻訳した。また、SE 規則および労働者関与指令の翻訳につ
いては、野田輝久訳⽛ヨーロッパ株式会社規則（SE 規則）試訳⽜青山経営論集 37 巻
⚔号（2003 年）271 頁以下、上田廣美⽛⽝ヨーロッパ会社法に関する理事会規則の提
案⽞と⽝従業員参加に関するヨーロッパ会社法を補完する理事会指令の提案⽞⽜亜細
亜法学 36 巻⚑号（2001 年）247 頁以下、正井章筰⽛ヨーロッパ会社（SE 法）を補
充する労働者参加指令⽜比較法学 41 巻⚑号（2007 年）189 頁以下があり、参考にさ
せていただいた。

6 ヨーロッパ会社の法源について、SE 規則⚙条⚑項は、次のように定める。
⽛ヨーロッパ会社は、以下の規律に服する：

（a）本規則の条項；
（b）本規則が明示的に認める場合には、ヨーロッパ会社の定款の条項、
または

（c）本規則によって規律されない事項、もしくは事項が同規則により部分的にの
み規律される場合において同規則によっては取り扱われない側面については：
（ⅰ）とりわけヨーロッパ会社を対象とする共同体の措置を適用するために加
盟国によって採択された法律の条項；

（ⅱ）ヨーロッパ会社がその定款上の住所を有する加盟国の法制に従って設立
された株式会社に対し適用される当該加盟国の法律の条項；

（ⅲ）ヨーロッパ会社がその定款上の住所を有する加盟国の法制に従って設立
された株式会社と同一の要件における、ヨーロッパ会社の定款の条項。⽜

7 Philippe Marini (présentée par), Proposition de loi relative à la société européenne,



européenne）8 とか⽛おおよそヨーロッパの会社⽜（société approxima-
tivement européenne）9 と譬えられることもある10。
（2）ここで、ヨーロッパ会社の利用状況を一瞥しておきたい。ヨー

ロッパ会社は、2004 年 10 月の同法の施行以来、控えめながらも着実に
増加しており、2017 年⚑月 22 日の時点で、2697 社を数える11。最近で
も、いくつかの有名企業がヨーロッパ会社の利用を開始している12。こ
れらの企業は、国際合併または子会社・支店の企業内組織再編を促進す
る手段として利用しているとされる13。
（3）筆者は、ヨーロッパ会社法に関し、これまで、同会社の設立につ

いて検討し14 、これは組織再編の問題に帰着することから、その特色を
分析した15。さらに、予定されるヨーロッパ会社法の改正について、フ
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Session ordinaire de 2003-2004, Annexe au procès-verbal de la séance du 9 octobre
2003, Sénat no 11, Exposé des motifs.

8 Voinot, supra. note no 1, pp. 121 et suiv.
9 Brouillaud, supra. note no 1, pp. 39 et suiv.

10 この点が、SE 規則の直接適用の原則と国家法制との相互作用に関する法解釈に
不明確性を与えるものであるとして、ヨーロッパ会社法固有の問題点の⚑つに指摘
されている（The application of Council Regulation 2157/2001 of 8 October 2001 on
the Statute for a European Company (SE), COM/2010/0676 final）。

11 The etui’s european company (SE) datebase, EUROPEAN COMPANY (SE)
DATABASE - ECDB (available at, http://ecdb.worker-participation.eu/index.php).

12 ヨーロッパ会社は、すでに、Allianz、Porsche、Puma、Scor などの著名な企業に
よって利用されているが、最近では、LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton、
Schneider Electric、Airbus、Eurotunnel、Christian Dior 等によっても利用されて
いる（Les Echos 27 février 2014, Melinda Kelemen, Michael Stolt and Anders
Carlson, News on European Comapnies (SE), April 2014）。

13 Merle et Fauchon, supra. note no 1, p. 42.
14 拙稿⽛ヨーロッパ会社法における設立─合併方式による設立を中心に─⽜法
と政治（関西学院大学法政学会）55 巻⚒号（2004 年）47 頁以下、同⽛持株会社方式
によるヨーロッパ会社の設立⽜法と政治 55 巻⚓号（2004 年）55 頁以下、同⽛組織
変更方式によるヨーロッパ会社の設立⽜札幌学院法学 22 巻⚒号（2006 年）43 頁以
下。

15 拙稿⽛会社法における組織再編対価の公正確保─ヨーロッパ会社法の示唆─⽜
札幌学院法学 23 巻⚒号（2007 年）⚑頁以下、同⽛組織再編におけるヨーロッパ会社



ランスのルノワール元欧州問題担当大臣が作成した報告書16 に着目し、
検討した17。そこで本稿では、同法について、筆者がいまだ分析してい
ないガバナンスの領域のうち、とくに株主総会18 に焦点を絞って検討す
る。
（4）ところで、そもそも SE 規則が加盟国の法制に対する委任が多い

ことに加えて、とくに総会については同規則による規制が少なく（後述
Ⅱ⚑）、加盟国の法制の適用される余地がより多いことから、ヨーロッパ
会社に対する実際の法規制を把握するには、各加盟国の法制に関する理
解が重要となる。そこで本稿では、SE 規則とともに、フランス法を中心
に検討することにより19 、同国におけるヨーロッパ会社の総会に関する
法規制について、その正確な写像を提示することを目的としている。

Ⅱ ヨーロッパ会社の株主総会
⚑ 株式会社法制への広範な準用
ヨーロッパ会社の総会に適用されるルールは、古典的なものであると

いわれる20。SE 規則上の総会に関する規定は、52 条ないし 60 条のわず
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法制の特色─わが国法制と比較して─（上）（下）⽜国際商事法務 35 巻⚓号⚔号
（2007 年）323 頁以下、450 頁以下。また、ヨーロッパ会社法の成立までの沿革につ
き、同⽛ヨーロッパ会社法成立までの歩み⽜札幌学院法学 24 巻⚑号（2007 年）⚑頁
以下。

16 Noëlle Lenoir, La Societas Europaea ou SE, -Pour une citoyenneté européenne de
l’entreprise, La documentation Française, Collection des rapports officiels, Rapport
au garde des Sceaux, ministre de la Justice, 2007.

17 SE 規則に関する改正案につき、拙稿⽛ヨーロッパ会社法の改正案─フランス
からの一提案─⽜札幌学院法学 27 巻⚑号（2010 年）⚑頁以下、フランス法に関す
る改正案につき、同⽛ヨーロッパ会社に関するフランス法の改正案─ルノワール
報告書を中心に─⽜法と政治 63 巻⚑号（2012 年）123 頁以下。

18 SE 規則およびフランス法はともに、株主総会を単に⽛総会⽜（assemblée génér-
ale）と表示しているので、本稿においても原則として、以下、総会と表記する。

19 その他の加盟国の法制についても、若干の言及を行っている。
20 Menjucq, Droit international et européen, supra. note no 1, no 275, p. 229.



か⚙箇条のみである。したがって、残余の事項21 は、ヨーロッパ会社が
その住所を有する加盟国の株式会社法制に対して、準用（renvoi）され
る旨が規定されている（SE 規則 53 条）。

また、フランスの立法者によって、ヨーロッパ会社の総会について採
択された規定は次の⚑箇条のみである。すなわち、商法典 L. 229-8 条
は、⽛ヨーロッパ会社の総会は、2001 年 10 月⚘日理事会規則 2157/2001
号［SE 規則］に抵触しない範囲において、本節第⚕款第⚓項所定［総会］
の規定22 に服する⽜（［ ］内は、引用者挿入）と規定している。

したがって、上記の SE 規則 53 条および商法典 L. 229-8 条によると、
ある事項が SE 規則により規定されておらず、かつヨーロッパ会社が定
款上の住所を有する加盟国の法制によりなんらの特別の措置も行われて
いないときは、当該事項に適用されるのは株式会社に関する国家法制と
いうことになる23。

⚒ 総会の権限
総会は、（a）SE 規則により、または（b）労働者参加指令の適用され

たヨーロッパ会社が定款上の住所を有する加盟国の法制により、特別の
権限が付与された事項について決定する（SE 規則 52 条前段）。

加えて、総会は、その権限がヨーロッパ会社の定款上の住所が存する
加盟国の法制に服する株式会社に対して、その加盟国の法制により、ま
たは当該法制に従う定款により、付与された事項についても決定する
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21 具体的には、たとえば、招集通知、動議の提出・修正、議事日程の記載内容、投
票手続、総会決議の有効性等が挙げられる（Werlauff, supra. note no 1, p. 97）。

22 以下、フランスの株主総会に関する規定の翻訳については、加藤徹＝小西みも恵
＝笹川敏彦＝出口哲也⽛フランス会社法（⚖）⽜法と政治 65 巻⚔号（2015 年）373 頁
以下を参照した。また、山口幸五郎＝加藤徹⽛フランス新会社法（4）⽜阪大法学 70
号（1969 年）164 頁以下および早稲田大学フランス商法研究会⽝注釈会社法第 2 巻⽞

（成文堂、1977 年）661 以下も併せて参照させて頂いた。
23 Bouchoul, supra. note no 1, no 812, p. 265.



（SE 規則 52 条後段）。
SE 規則により総会の権限である旨が明示されているものとしては、

次の事項が挙げられる24。具体的には、①ヨーロッパ会社の定款上の住
所の移転（SE 規則⚘条⚔項）、②ヨーロッパ会社が設立当事会社である
場合における合併契約の承認（SE 規則 23 条⚑項）、③上記と同じ場合に
おけるヨーロッパ持株会社の設立計画の承認（SE 規則 32 条⚖項）、④合
併方式または持株会社方式によるヨーロッパ会社の設立に伴う労働者参
加の合意に関する追認（ただし、各当事会社の総会が追認権を留保して
いる場合に限る。SE 規則 23 条⚒項、同 32 条⚖項）、⑤監督機関（⚒層
制）の構成員の選任（SE 規則 40 条⚒項）25 、⑥管理機関（⚑層制）の構
成員の選任（SE 規則 43 条⚓項）、⑦定款変更（後述、SE 規則 59 条）、⑧
ヨーロッパ会社の株式会社への組織変更（66 条⚖項）である。

総会のその他の権限については、上記の SE 規則 52 条後段に従い、
ヨーロッパ会社の住所のある加盟国の株式会社に適用される法制または
当該法制の適用される定款により、定められる26。したがって、たとえ
ば、フランスに登録されたヨーロッパ会社の総会は、フランスの株式会
社に付与された権限と同一の権限を有しているものと解される27。
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24 以下、Dorresteijn, Monteiro, Teichmann and Werlauff, supra. note no 1, at 4.31, p.
118. なお、Colombani et Favero, supra. note no 1, no 352, p. 103 によれば、総会の明
示的な権限としては、計算書類の承認（SE 規則 54 条を引用）と定款変更のみであ
るとされるが、疑問である。

25 なお、加盟国がこれを選択した場合は、指揮機関（⚒層制）の構成員の選任およ
び解任も総会の権限となる（SE 規則 39 条⚒項）。もっとも、指揮機関の構成員に
ついては、前記のように、その選任のみではなく解任についても言及されているが

（SE 規則 39 条⚒項）、監督機関および管理機関の構成員については、その選任につ
いてしか言及されていない（SE 規則 40 条⚒項、43 条⚓項）（Dorresteijn, Monteiro,
Teichmann and Werlauff, supra. note no 1, p. 118）。

26 Colombani et Favero, supra. note no 1, no 352, p. 103. 総会の権限として国家法制
に対し完全に委任している事項は数多くみられるが、とりわけヨーロッパ会社の年
次計算書類の承認および解散の決定が重要になると指摘される（Dorresteijn,
Monteiro, Teichmann and Werlauff, supra. note no 1, at 4.31, p. 118）。

27 Bouchoul, supra. note no 1, no 811, p. 265.



また、SE 規則は、普通総会（assemblée ordinaire）と特別総会（as-
semblée extraordinaire）とを区別していない。このような区別は、フラ
ンス28 ・ドイツ・アイルランド・イタリア・ルクセンブルグでは存在し、
かかる加盟国では、多くの場合、特別総会は特定多数決を要求するとと
もに特別の権限を有している29。

⚓ 総会開催の頻度
（1）⚖カ月以内の開催
SE 規則は、総会は、少なくとも⚑年に⚑度、事業年度の終結から⚖ヶ

月以内に開催されなければならない旨を定めている（SE 規則 54 条前
段）。

もっとも、SE 規則 54 条前段は、⽛ヨーロッパ会社と同一種類の活動を
行う株式会社に適用される住所地の加盟国の法制が、より高い頻度を定
めている場合を除いて⽜という留保をも併せて規定している。⽛同一種
類の活動⽜（même type d’activités）という概念は、銀行・保険のような
規制された活動、または規制された活動を行う機関を対象としているも
のと考えられ、これらの活動または機関にはより高い頻度での総会の開
催が課されていることがありうる30。これら規制された活動または機関
のほかに、イタリアの法制が事業年度の終結から⚔カ月以内の開催とい
う、SE 規則より短い期間を規定しているが31 、当該期間は定款で⚖カ月
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28 フランス法では、本文のように、普通総会（商法典 L. 225-98 条）および特別総会
（商法典 L. 225-99 条）に加えて、種類株主総会（assemblée spéciale）（商法典 L.
225-99 条）が存在する。SE 規則においては、後述（7）のように、定款変更の場合
には、強化された多数決（majorité renforcée）が要請されるに過ぎない（SE 規則 59
条⚑項）。また、フランス法で種類株主総会が要求されるような場合には、SE 規則
では、当該決定によりその特別な権利が害される各種類株主による⽛別個の投票⽜
に服させるのみである（SE 規則 60 条⚑項）（Goyet, supra. note no 1, no 201, p. 29）。

29 Colombani et Favero, supra. note no 1, no 353, p. 103.
30 Colombani et Favero, supra. note no 1, no 341, p. 101.
31 イタリア民法典 2364 条（Andenas and Wooldridge, supra. note no 1, p. 332）。



に延長される傾向にあるといわれる32。したがって、ほとんどの場合に
おいて、当該期間は⚖カ月ということになり、これはフランス33 ・スペ
イン34 ・フィンランドの実務に一致していると指摘される35。
（2）原始総会における例外
さらに、この⚖カ月という期間に対するもう一つの例外としては、最

初の事業年度に関するものであり、SE 規則は、加盟国に対し、最初の総
会はヨーロッパ会社の設立後 18 カ月以内に開催されうる旨を定めるこ
とを認めている（SE 規則 54 条⚑項後段）。もっともフランスでは、この
選択肢は採用されていない36。

⚔ 招集機関による総会の招集
SE 規則は、総会は、指揮機関・管理機関・監督機関・その他の機関ま

たは管轄当局（autorité compétente）により、ヨーロッパ会社の住所の
ある加盟国の株式会社に適用される法制に従い、いつでも招集されるこ
とができる旨を定める（SE 規則 54 条⚒項）。学説においては、このよう
に、招集権者やそれらの者が行使しうる権限を増加させることは、会社
の行き詰まり（blocage）や機能不全（paralysie de fonctionnement）を回
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32 Colombani et Favero, supra. note no 1, no 341, p. 101, Andenas and Wooldridge,
supra. note no 1, p. 332.

33 フランス商法典 L. 225-100 条⚑項も、次のように、同様のルールを定めている。
すなわち、⽛普通総会は、裁判上の決定による期間の延長の留保の下で、会計年度末
から⚖箇月以内に、年に⚑回以上招集される。普通総会が当該期間内に招集されな
かったときは、検察官またはすべての株主は、必要な場合にはアストラントの下で、
当該総会を招集することまたはそれを実行するための受任者を選任することを指
揮者に命じるために、レフェレにより決定する権限を有する裁判所長に提訴するこ
とができる⽜。

34 スペイン株式会社法 95 条（Andenas and Wooldridge, supra. note no 1, p. 358）。
35 Colombani et Favero, supra. note no 1, no 341, p. 101.
36 Cathiard et Lecourt, supra. note no 1, no 977, p. 399. スペイン法もまた、かかる選
択肢を採用していないとされる（Plañiol, supra. note no 1, p. 373）。



避しうる性質を有するものであると指摘される37。
フランスに登録されたヨーロッパ会社には、商法典 L. 225-103 条所定

の招集権を有する者に関する⽛制限的なリスト⽜（liste limitative）が適
用されるものと解される。すなわち、総会は、原則として、取締役会38

または執行役会のみが招集することができる。もっとも、同条は、株主
をはじめとするその他の者（具体的には、会計監査役、（緊急の場合には
すべての利害関係人の請求にもとづき、または前記の株主もしくは株主
団体39 の請求にもとづく）裁判上の受任者、清算人、公開買付等の後に
おける多数派株主、一定の会社における監査役会）に対しても、かかる
権利を付与しているが40 、これは第二次的なものに留まる。しかし、SE
規則 55 条⚑項は、フランス法とは反対に、次のように、株主に対して、
第一次的に招集権を認めている41。
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37 Cathiard et Lecourt, supra. note no 1, no 977, p. 399.
38 もっとも、フランスでは、判例上、取締役会長単独による招集はできないと解さ
れている（Com. 21 juill. 1969, D. 1969, 89, note J. Lacombe）。

39 株主団体（association d’actionnaires）とは、上場会社において⚒年以上前から記
名登録されている、議決権の一定割合（原則として⚕％）を保有する株主によって
創設された団体であり、会社における自己の利益を代表することを目的とした団体
である（商法典 L. 225-105 条）（白石・後掲注（91）68 頁、Merle, supra. note no 1, no

346, p. 367）。株主団体は、本文のように総会の招集請求権を有し（商法典 L.
225-103 条）、また、後述のように、議題・議案の提案権も有する（商法典 L. 225-105
条⚒項）。

40 商法典 L. 225-103 条は、次の通りである。すなわち、⽛Ⅰ．－総会は、取締役会ま
たは場合により執行役会により招集される。Ⅱ．－この要件を欠くときは、総会は
次の者によっても招集されることができる：⚑号 会計監査役；⚒号 緊急の場合
にはすべての利害関係人の請求により、または会社資本の⚕％以上を共同で保有す
る⚑人もしくは⚒人以上の株主の請求により、または L. 225-120 条所定の要件に対
応する株主団体の請求により、裁判上選任された⚑人の受任者；⚓号 清算人；⚔
号 公開買付もしくは公開交換後または支配株の譲渡後の資本または議決権にお
ける多数派株主。Ⅲ．－ L. 225-57 条ないし L. 225-93 条に服する会社において、総
会は監査役会により招集されることができる。Ⅳ．－前記各項の規定は、種類株主
総会に適用されることができる。裁判上の受任者の選任を請求する株主は、利害関
係ある種類株式の 20 分の⚑以上を結集しなければならない（Ⅴ．は省略）⽜。

41 以上、Bouchoul, supra. note no 1, no 797, p. 260.



⚕ 少数株主による総会招集請求権
（1）序
SE 規則は、少数株主に対し、総会招集権（SE 規則 55 条）と後述の議

題提案権（SE 規則 56 条）という⚒つの権利を与えている。これら⚒つ
の権利は密接に関連しているが、もとより独立した権利である42。少数
株主は、その都合に従い、いずれかの権利を行使することができる。もっ
とも、一方の権利の行使が他方の権利の行使を妨げるものではないと解
される。したがって、たとえば、少数株主は、すでに招集されている総
会の議事日程に新たな議題の追加を請求することができ（SE 規則 56
条）、かつその後、当該請求の結果がどのようなものであれ、同一の議題
を設定して、新規の総会の招集を請求することができる（SE 規則 55 条）
ものと解されている。これらの権利の行使については、権利の濫用のみ
がその限界を画すると解される43。
（2）総会招集権
（ア） 総会招集権は、まず、引受済資本44 の 10％以上を有する⚑人ま

たは⚒人以上の株主は、総会の招集および議事日程（ordre du jour）45 の
設定を請求することができると定められる。さらに、ヨーロッパ会社の
定款または国家法制は、株式会社に適用される要件と同一の要件におい
てより低い割合を定めることができるとされる（SE 規則 55 条⚑項）46。
（イ） この権利は、少数株主の保護に配慮し、かつ管理機関または指
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42 Rojo, supra. note no 1, p. 122
43 Rojo, supra. note no 1, p. 122.
44 本文で記したように、この割合の分母は議決権ではなく、引受済資本である
（Bouchoul, supra. note no 1, no 798, p. 260）。
45 議事日程とは、株主によって審議および決議することが求められる事項（ques-
tions）の一覧を定めるものである（白石・後掲注（91）61 頁、Merle, supra. note no 1,
no 525, p. 588）。

46 SE 規則 55 条⚑項は、EU 官報英語版では、その第⚑文と第⚒文が⽛；⽜で区切ら
れているが（OJ L 294, 10.11.2001, p. 15）、同官報フランス語版では、第⚑文と第⚒文
が⽛，⽜で区切られている（JO L 294, 10.11.2001, p. 15）。本稿では、同 55 条⚑項の第
⚑文と第⚒文との関係について、英語版に従った。



揮機関の権限が過度に支配的（trop dominants）であると判断されるよ
うな会社においてそのバランスを確保することを目的としていると言わ
れる47。

もっとも、この総会招集権は、すでに EU 加盟国の法制においてみら
れるものであり、特段珍しいものではない（たとえば、フランス商法典
L. 225-103 条、2006 年イギリス会社法 303 条⚒項、ドイツ株式法 122 条
⚑項、ベルギー会社法典 532 条、イタリア民法典 2367 条等）48。SE 規則
は、これら各国家法制と同様に、かかる総会招集権を、上場会社である
か否か、または閉鎖会社であるか否かを問わず、すべてのヨーロッパ会
社に対して認めている49。
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47 Rojo, supra. note no 1, p. 124, Cordt, supra. note no 1, no 34, pp. 152-153, Bouchoul,
supra. note no 1, no 798, p. 260.

48 Rojo, supra. note no 1, p. 122, Cordt, supra. note no 1, no 34, p. 153. なお、株式会社
の構造ならびにその機関の権限および義務に関する EU 会社法第⚕指令第⚒修正
案（OJ C 7, 11.1.1991, pp. 4-6）も、この権利を認めていた。すなわち、同修正案 23
条は、次のように定めていた。すなわち、⽛①第 16 条⚑項所定の要件を充たす⚑人
または⚒人以上の株主もまた、総会を招集しその議事日程を定めるべき旨を会社に
対して請求することを得るのでなければならない。②前項の請求後⚑月内にいか
なる措置も採られないときは、管轄裁判所は、総会招集の宣告をなし、または当該
請求をなした株主もしくはその受任者が総会を招集することを許可しうるのでな
ければならない⽜（訳出に際しては、山口幸五郎＝加藤徹＝清原泰司＝前嶋京子⽛EC
会社法に関する第⚕指令案について（上）⽜阪大法学 110 号（1979 年）196 頁を参考
にした）。

なお、第⚕指令案は、1972 年に提案されたが（OJ C 131, 13.12.1972, pp. 49-61）、
その後、1983 年（OJ C 240, 9.9.1983, pp. 2-38）、次いで 1991 年（OJ C 7, 11.1.1991,
pp. 4-6）に修正された。1972 年の提案以来、EU 会社法が漸次発展し（具体的には、
①コーポレート・ガバナンスに関する議論が進展したこと、②ヨーロッパ会社法の
導入で、同法においては⚑層制と⚒層制がともに認められるようになったこと、③
欧州司法裁判所の判例が、開業の自由を広く認め、他の加盟国における事業展開が
容易になったこと）、同指令案の重要性が低下したこと、また同指令案に関する政
治的な行き詰まりが解消しなかったことから、同指令案はついに撤回されたとされ
る（Dorresteijn, Monteiro, Teichmann and Werlauff, supra. note no 1, at 3.64, p. 70）

（あるいは現在のところ、断念されているといわれる（Germain et Magnier, supra.
note no 1, no 1901, p. 286））。

49 Rojo, supra. note no 1, p. 122.



（ウ） SE 規則 55 条⚑項⚑文所定の 10％の割合には、払込済の株式だ
けでなく、未払込の株式も含まれるものと解されており、また普通株式
だけではなく、議決権を有する優先株式もしくはこれを有しない優先株
式50 をも含まれうると解されている51。
（エ） さらに、前記のように、ヨーロッパ会社の定款または国家法制

は、株式会社に適用される要件と同一の要件の下で、これより低い割合
を設定することができる（SE 規則 55 条⚑項⚒文）。定款が 10％の割合
を減少させる場合は、たとえその割合が株式会社に関する国家法制の設
定する割合（たとえば⚕％）を超えるものであっても、10％の割合より
低いものであるならば、定款はいかなる割合（たとえば⚖％）をも選択
しうるものと解される52。

しかしながら、少数株主が権利行使をするにあたり、定款がその他の
要件を付加することは認められないと解される。たとえば、10％より低
い割合を設定し、その割合は払込済株式および普通株式のみから構成さ
れるとする旨の定款の規定は、有効ではないとされる53。また、一定期
間の株式の保有要件を付加する旨の定款の規定も、有効ではないと解さ
れる54。もっとも、各種類株式について同等ではない割合の減少を行う
ことは有効であるとされる。たとえば、未払込の株式については 10％を
要求しつつ、払込済の株式については⚕％に減少させる旨の定款の規定
は有効であるとされる55。また、普通株式については 10％を要求しつつ、
優先株式については⚕％に減少させる旨の定款の規定も有効であるとさ
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50 ただし、議決権を有しないことが法律上の義務の未履行の結果である場合は排除
されると解される（Rojo, supra. note no 1, p. 122）。

51 Rojo, supra. note no 1, p. 122.
52 Rojo, supra. note no 1, p. 123.
53 Rojo, supra. note no 1, p. 123.
54 Rojo, supra. note no 1, p. 123.
55 もっとも、フランスにおいては、その制裁として（Cannu et Dondero, supra. note
no 1, no 939, p. 614）、未払込株式の議決権は停止される（商法典 L. 228-29 条）。



れる56。
（オ） もっとも、SE 規則所定の 10％という割合は、そもそも高すぎ

るとの批判がなされている57。とりわけ株主保有の分散した上場会社に
おいては、少数株主保護という観点から高すぎるものとなっている58。
若干の国家法制が、上場会社か否かによって、異なる割合を定めている
のは、このような理由からであると説かれる59。

そこで、SE 規則は、上記のように、その定款において、10％より低い
割合を定めることができるという柔軟性を用意している（SE 規則 55 条
⚑項⚒文）。ところで、株式会社に適用されるルールについて、すでに
10％より低い割合を定める加盟国は多く存在する。たとえば、フランス

（商法典 L. 225-103 条Ⅱ）およびスペイン（株式会社法 97 条）では資本
の⚕％という基準が、ドイツでは資本の⚕％または 50 万ユーロの持分
価値という基準（株式法 122 条⚑項）60 が定められている61。また、イギ
リスにおいては、議決権を有する払込済資本の⚕％という基準が定めら
れている（2006 年会社法 303 条⚒項）62。

このような加盟国においては、定款である種類の株式については 10％
の割合を、その他の株式については国内の株式会社に適用される割合を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
株
主
総
会
（
笹
川

敏
彦
）

七
六

(一
四
四
)

56 Rojo, supra. note no 1, p. 123.
57 ただし、各株主（パートナー）の持分が大きい共同子会社方式により設立された
ヨーロッパ会社の場合（SE 規則⚒条⚓項）には、10％の割合でも十分なものである
とされる（Rojo, supra. note no 1, p. 124）。

58 Rojo, supra. note no 1, p. 124, Cordt, supra. note no 1, no 34, p. 154, Bouchoul, supra.
note no 1, no 798, p. 260.

59 たとえば、イタリア法は、上場会社か否かにより、異なる⚒つの割合を定めてい
るとされる。具体的にいえば、上場会社については 10％、非上場会社については
20％という割合が定められている。もっとも、これら割合は、いずれも高すぎるも
のであると指摘される（Rojo, supra. note no 1, p. 124）。

60 Haarmann and Schindler, supra. note no 1, p. 250，山下・後掲注（91）86 頁－ 87
頁。

61 Cordt, supra. note no 1, no 34, pp. 153-154.
62 2009 年会社規則（The Companies (Shareholders’ Rights) Regulations 2009）によ
る改正前は、この基準が 10％であった。



定めることができるから、かかる柔軟性が影響力を有することになると
指摘される63。

前記のように、10％の割合は高すぎることから、学説においては、仮
にこれより低い割合が採用されない場合に備え、将来のヨーロッパ会社
の多元的な現実（réalité plurielle）64 に対応しうる柔軟な方法が利用され
るべきであると指摘される。具体的には、会社資本の額65 または上場会
社であるか否か66 に応じて、かかる⽛減少された割合⽜（pourcentage
décroissant）を設定し、少数株主の権利をより現実的なものにすること
が望ましいとされている67。
（3）議題の明示
次に、招集請求は、議事日程に記載すべき議題（points）を明示しなけ

ればならない（SE 規則 55 条⚒項）。
これは、ヨーロッパ会社の総会を招集する株主が、自らの請求を正当

化するために行われるものである68。
SE 規則は、議事日程への記載に関し、特別の形式を要求していないが、

招集請求は、少数株主による権利行使を証明しうる手段を用いて、書面
により行わなければならないものと解される69。また、少数株主は、議
事日程の作成につき、自らの招集請求に含まれた議題と完全に一致する
ことまでは要求できないと解される。これは、議事日程の作成は、招集
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63 Cordt, supra. note no 1, no 34, p. 154. もっとも、かかる定款の柔軟性は、定款上の
住所のある加盟国の法制がヨーロッパ会社に適用される割合を株式会社に適用さ
れる割合と一致させている場合には、意味のないものとなる（Cordt, supra. note
no 1, no 34, p. 154）。

64 Rojo, supra. note no 1, p. 124.
65 Rojo, supra. note no 1, p. 124.
66 Cordt, supra. note no 1, no 34, p. 154.
67 Rojo, supra. note no 1, p. 124. 同旨、Cordt, supra. note no 1, no 34, p. 154, Bouchoul,
supra. note no 1, no 798, pp. 260-261.

68 Bouchoul, supra. note no 1, no 802, p. 262.
69 Rojo, supra. note no 1, p. 124.



権限を有する会社機関に留保された事項であるからである70。しかしな
がら、議事日程は招集請求に含まれるすべての事項を対象として作成さ
れなければならず、また当該事項についての採択も行われなければなら
ないとされる71。

もっとも、招集機関は、特定の議題については議事日程への記載を制
限することもできると解される。たとえば、招集請求において、会社資
本の減少を議題に対し記載することを要求する場合に、当該減少の目的
およびその実行方法を明示しないときには、かかる明示はすべての国家
法制において要請されている事項であるから（EU 会社法第⚒指令 30 条
⚒項72）、総会はそもそも資本の減少を有効に決議することができない。
このような場合には、招集機関は、特段の説明を要することなく、当該
議題の議事日程への記載を制限することができるものとされる73。
（4）招集機関が招集請求を履行しない場合
（ア） 最後に、SE 規則は、第⚑項に従いなされた請求に続いて、総会

が適切なときにかついかなる場合であれ⚒カ月の最大期間内に開催され
ないときは、ヨーロッパ会社の定款上の住所が存する管轄裁判所または
行政庁は、一定の期間内に招集を命じ、または請求を行った株主もしく
はその受任者に対し招集の許可を与えることができる。このことは、場
合によっては株主自らに対して総会の招集を実行する可能性を定める国
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70 Rojo, supra. note no 1, p. 124.
71 Rojo, supra. note no 1, p. 124.
72 EU 会社法第⚒指令 30 条は、次のように定める。すなわち、⽛①すべての引受資
本の減少は、裁判所の命令に基づいてなされる場合を除き、第 36 条〔株式の強制消
却による減資〕および第 37 条〔株式の任意消却による減資〕の適用を妨げることな
く、少なくとも第 40 条所定の定足数および多数決の要件をもってこれを決する総
会の決議に服しなければならない。当該決議は、指令 68/151/CEE 号（第⚑指令）
第⚓条に基づき各加盟国の法制が定める手続に従ってなされる公示の対象とする。
②総会の招集通知は、少なくとも減少の目的およびその実行方法を明示しなければ
ならなない⽜（訳出に際しては、山口幸五郎＝吉本健一⽛第⚒章 EC 会社法に関す
る第⚒指令⽜山口幸五郎編⽝EC 会社法指令⽞（同文舘、1984 年）100 頁を参照した）。

73 Rojo, supra. note no 1, pp. 124-125.



家法制を妨げない（SE 規則 55 条⚓項）。
（イ） この規定は、招集機関（SE 規則 54 条⚒項）の怠慢を回避する

ことを目的にしているとされる74。したがって、株主による総会招集請
求が、招集機関により履行されないときは、前述のように、SE 規則は、
総会の招集は、ヨーロッパ会社の定款上の住所が存する管轄裁判所また
は行政庁により、なされうることを定めている。このような⽛代替的な
招集⽜（convocation alternative）は、総会が⽛適切なときに⽜75 または⽛し
かるべきときに⽜76 開催されず、かついかなる場合であれ、最大⚒カ月の
期間内に開催されない場合を想定している77。

⚒カ月の最大期間の起算点については、文言上明らかではないが、会
社が招集請求を受領した日であると解される78。

この⚒カ月という期間は、会社にとって⽛寛容な⽜（généreux）もので
あると評される。また当該期間により、SE 規則の保守性（conserva-
tisme）が明らかになると指摘される79。すなわち、若干の国家法制は、
総会の招集請求と実際の招集日との間にこのような最大期間を設定して
おらず（たとえば、イタリア民法典 2368 条（非上場会社の場合）、ドイ
ツ株式法 122 条⚓項80）、そのような場合には、招集義務の不履行は、裁
判上の判断に服することになるとされる。一方、他の国家法制は、具体
的かつ確定的な期間を設定している（たとえば、スペイン法は招集請求
と開催日との間に 30 日間を設定し、オランダ法は⚖週間を設定する。
ポルトガル法は、招集通知の公示から起算して、招集については 14 日間
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74 Cordt, supra. note no 1, no 35, p. 154, Bouchoul, supra. note no 1, no 800, p. 261.
75 EU 官報のフランス語版およびイタリア語版は、⽛適切なときに⽜（en temps utile；
in tempo utile）という表現を使用する（Rojo, supra. note no 1, p. 125）。

76 EU 官報の英語版およびスペイン語版は、⽛しかるべきときに⽜（in due time；a su
debido tiempo）という表現を使用する（Rojo, supra. note no 1, p. 125）。

77 Rojo, supra. note no 1, p. 125.
78 Rojo, supra. note no 1, p. 125.
79 Rojo, supra. note no 1, p. 125.
80 Rojo, supra. note no 1, pp. 125-126.



を設定し、総会の開催については 45 日間を設定する81）82。
（ウ） この⽛代替的な招集⽜について、SE 規則により用いられる方法

は、必ずしも満足のいくものではないとの見解もありうる83。すなわち、
SE 規則 55 条⚓項は、裁判所または行政庁による総会の直接的な招集を
規定していない。同規則は、これら管轄当局が招集機関に対し、総会の
招集を⽛命じる⽜ことを定めるに留まる。このことは、裁判所による総
会の招集を認める旨の規定を有する国家法制に反しており、同規則はそ
のような国家法制が有する可能性を考慮していないと読むこともできそ
うである。しかしながら、SE 規則の規定を体系的に解釈すれば、上記と
は逆の結論に帰着すると指摘される。すなわち、前述の SE 規則 54 条⚒項
によれば、総会は、ヨーロッパ会社が定款上の住所を有する加盟国の株
式会社に適用される国家法制に従い、いかなる管轄当局によっても、か
ついつでも招集できる旨が定められている。たとえこのルールが同条⚑
項の強制的に開催されることが要請される定時総会に関して規定された
ものであるとしても、かかる管轄当局による招集に関して言及（référ-
ence）しているのであるから、当該総会のみに限定して当該ルールを捉
える必要はないものと思われる。したがって、裁判所による総会の招集
を認める国家法制が存在する加盟国においては、裁判官は総会の招集を
命じるだけなく、これを直接的に招集することもできると解される84。
（エ） また、前述のように、⽛管轄当局⽜は、それが裁判所であれ行政

庁であれ、招集を請求する株主またはその受任者に対し、請求された総
会の招集を実行する旨の許可を与えることも選択できる。SE 規則は、
招集に関する重要事項（たとえば、総会の開催地、総会の議長、株主に
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81 Rojo, supra. note no 1, p. 126.
82 また、第⚕指令案（第⚒修正案）は、⚑カ月という期間を設定していた。具体的
には、⽛前項の請求後⚑カ月内にいかなる措置も採られないとき⽜とされていた（第
⚕指令第⚒修正案 23 条⚒項）。

83 Rojo, supra. note no 1, p. 126.
84 Rojo, supra. note no 1, pp. 126-127.



報知されるべき事項等）についてとくに規定を用意していない。しかし
ながら、たとえば、総会は適用されるべき法または定款の規定に従った
議長の下で行われるべきであって、管轄当局により直接指名された議長
の下で行われるものではないことに留意する必要があると指摘され
る85。
（オ） さらに、株式会社に適用される国家法制が少数株主による直接

の総会招集を認めているときは、当該株主は、管轄当局の助力を得るこ
となく、総会を招集することができる（SE 規則 55 条⚓項第⚒文）。
（5）フランスの場合
（ア） SE 規則は、前述（4）のように、総会招集権を株主に対して第一

次的に付与するが、株式会社に関するフランス法は、この権利を株主に
対して第二次的に付与する。したがって、フランスに登録されたヨー
ロッパ会社には株式会社の総会に適用されるフランス法が適用され、
ヨーロッパ会社の株主は、株式会社の株主と同様に、総会招集権を第二
次的に享受するに留まるものと解される86。
（イ） フランスの立法者は、前述のように、ヨーロッパ会社の総会に

適用される規定に関し、株式会社に適用される法律を一般的に準用して
いる（商法典 L. 229-8 条）。したがって、総会招集権について準拠され
るべきは、商法典 L. 225-103 条であると解される。なお、フランス法で
は、少数株主により直接総会を招集する可能性を認める規定は存在しな
い（SE 規則 55 条⚓項第⚒文対照）。商法典 L. 225-103 条は、取締役会
または執行役会による招集を欠くときは、資本の⚕％以上87 を有する株
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85 Rojo, supra. note no 1, p. 127.
86 Bouchoul, supra. note no 1, no 799, p. 261．また、フランスにおける総会招集権に
ついては、Cannu et Dondero, supra. note no 1, no 851, pp. 561-562, Germain et
Magnier, supra. note no 1, no 2117, pp. 394-395, Merle, supra. note no 1, no 520, pp.
583-584 参照。

87 この割合は、従前は 10％であったが、新たな経済の制御に関する 2001 年⚕月 15
日法律第 2001-420 号により、⚕％に改正された（鳥山恭一⽛NRE─新たな経済の
統制に関する 2001 年⚕月 15 日の法律第 2001-420 号⽜日仏法学 23 号（2005 年）



主に対し、総会を招集する任務を負う受任者を裁判上選任することを請
求できる可能性を付与している88。したがって、フランスに登録された
ヨーロッパ会社では、（SE 規則より少ない割合である）資本の⚕％以上
を有する少数株主が、取締役会または執行役会に対し、総会の招集を請
求することができ、かつ、これが履行されないときは、受任者の選任を
裁判上請求することができるものと解されている89，90。

⚖ 少数株主による議題提案権
（1）議題提案権
SE 規則が少数株主に与えるもう一つの権利が、前述のように、議題提

案権である91。
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266 頁）。
88 商法典 L. 225-103 条については、前掲注（40）を参照。
89 以上、Cathiard et Lecourt, supra. note no 1, pp. 400-401.
90 ところで、前掲注（16）のルノワール報告書は、この点について次のようなこと
を述べる。すなわち、総会招集請求権について、フランス法は、本文で述べたよう
に、裁判所の選任する受任者を経由することを要求するのに対し、SE 規則はこれ
を要求していない（Lenoir, supra. note no 16, p. 130）。また、フランス法は、SE 規則
55 条⚑項を国内法化していない。その結果、フランスにおいて登録されたヨーロッ
パ会社について、SE 規則 55 条⚑項ではなく、商法典 L. 225-103 条Ⅱ⚒号が適用さ
れる（受任者の関与が義務づけられる）ことになる。そこで、同報告書によれば、
フランスの立法者に対し、SE 規則の規定をフランス法のなかに導入することが望
ましいとされた（Lenoir, supra. note no 16, p. 130, Cathiard, Vers un assouplisse-
ment, supra. note no 1, p. 62）。他方で、SE 規則 55 条⚑項をフランス法のなかに国
内法化するのは、フランスの立法者の権限に属することであるのか疑問であるとす
る見解もある。なぜなら、同 55 条⚑項は、この問題について加盟国の立法者に選
択権を与えていないと解されるからである。したがって、この見解によれば、同規
則の強行規定を国内法化することはフランスの立法者の権限ではないとされる

（Cathiard, Vers un assouplissement, supra. note no 1, p. 62）（詳しくは、笹川・前掲
注（17）改正案 137 頁-141 頁参照）。もっとも現在のフランスの実務では、上述の
議論とは異なり、本文に述べたように、商法典 L. 225-103 条Ⅱ⚒号が適用され、裁
判所の選任する受任者が関与するものとして取り扱われている（Cathiard et
Lecourt, supra. note no 1, pp. 400-401）。

91 わが国における株主提案権のあり方については、⽛株主提案権の在り方に関する
会社法上の論点の調査研究業務報告書⽜（平成 28 年⚓月）が公表されている（http:



SE 規則は、引受済資本の 10％以上を共同で有する⚑人または⚒人以
上の株主は、すべての総会の議事日程に対して、⚑個または⚒個以上の
議題（points；items）の記載を請求することができると定める。さらに、
当該請求に適用される手続および期間は、ヨーロッパ会社が定款上の住
所を有する加盟国の法制により、またはこれを欠く場合はヨーロッパ会
社の定款により定められる。加えて、前記の割合は、株式会社に適用さ
れる要件と同一の要件において、定款によりまたはその定款上の住所を
有する加盟国の法制により、減少されることができる（SE 規則 56 条）。
（2）10％の持株要件
この 10％という割合は、上記のように、株式会社に適用される要件と

同一の要件において、定款によりまたは加盟国の法制により、減少され
ることができる。かかる減少の可能性は、前述の総会招集請求権に関す
る持株割合の減少の要件（SE 規則 55 条⚑項）と同一のものである92。

もっとも、その後に採択された EU 株主権利指令93 では、株主の議題・
議案提案権について、加盟国の法制は、会社資本の⚕％を超える割合を
定めてはならないとしている（同指令前文第⚗文・⚖条⚒項94）。このた
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//www.moj.go.jp/content/001182033.pdf）。この報告書は、複数国での比較法的視
点にもとづく基礎資料を収集することを目的として、法務省が委託した調査研究の
成果である。本稿との関係においては、とくに、松尾健一⽛Ⅱ．イギリスにおける
株主提案権制度⽜同報告書 47 頁以下、白石智則⽛Ⅲ．フランスにおける株主提案権
制度⽜同報告書 61 頁以下、山下徹哉⽛Ⅳ．ドイツにおける株主提案権制度⽜同報告
書 85 頁以下を参考にさせて頂いた。

92 Rojo, supra. note no 1, p. 127.
93 この指令は、正式には、⽛上場会社の株主の権利行使に関する 2007 年⚗月 11 日
欧 州 議 会 お よ び 理 事 会 指 令 第 2007/36/CE 号⽜（Directive 2007/36/CE du
Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de
certains droits des actionnaires de sociétés cotées）（JO L 184, 14.7.2007, pp. 17-24）
と称される。本指令については、正井章筰⽛EU における株主の権利指令について
─ドイツと日本の制度との比較において─⽜早法 84 巻⚔号（2009 年）19 頁以
下を参照。また、本指令の翻訳については、正井章筰⽛（資料）EU における株主の
権利指令⽜早法 84 巻⚔号（2009 年）179 頁以下を参照。

94 本指令は、まず前文の第⚗文で次のように述べる。すなわち、⽛株主は、原則とし



め、現在では、SE 規則 56 条⚑文の割合は、EU 株主権利指令に抵触して
いる可能性も考えられうる95。
（3）権利行使の手続および期間
議題提案権に関する主な問題は、その権利行使の手続および期間にあ

ると指摘される96。SE 規則は、上記のように、これらの問題の解決を、
定款上の住所を有する加盟国の法制に委ね、加盟国の法制に規定が存し
ないときは、ヨーロッパ会社の定款に委ねている（SE 規則 56 条第⚒文）。
国家法制がその権利行使の手続および期間を定めるときは（たとえばポ
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て、総会の議事日程に議題を記載し、かつ議事日程に記載された議題に関する議案
を提出する可能性を有しなければならない。共同体内で実際に利用されている異
なる期間および方法を妨げることなく、これらの権利の行使は、次の⚒つの基準に
服しなければならない。すなわち、これらの権利の行使に場合により必要とされる
最低割合は、会社資本の⚕％を超えてはならないこと、ならびにすべての株主は議
事日程に記載される各議題につき審議しかつ投票するため、議事日程の最終版を適
切な時に受領しなければならないこと⽜。

そして、同指令⚖条は、⽛総会の議事日程への議題記載請求権および議案提出権⽜
というタイトルの下で、次のように定める。すなわち、⽛① 加盟国は、株主が個人
または集団で、次の権利を行使することを確保する：

a）各議題が正当な理由を伴うことまたは総会において採択されるべき議案であ
ることを条件として、総会の議事日程へ議題を記載する権利；かつ

b）すでに記載されている議題に関する議案を提出し、または総会の議事日程に
記載されるべき議案を提出する権利。

加盟国は、個人または集団で行動する株主が、年次総会以外の総会を招集し、ま
たは当該総会の招集を会社に対して請求する権利を有し、かつ議事日程に当該株主
により請求されたすべての議題が記載されていることを条件として、a）号所定の
権利を、年次総会に関してのみ行使されうることを定めることができる。

加盟国は、これら権利は書面（郵便または電磁的方法）により行使されることを
定めることができる。
② 前項所定のいずれかの権利が⚑人または⚒人以上の当該株主に対し当該会社
における最小限の参加を有することを条件とするときは、かかる最小限の参加は会
社資本の⚕％を超えない（⚓項および⚔項は省略）⽜（訳出にあたっては、EU 官報
英語版を参照しつつ、原則として同官報フランス語版に依拠し、さらに正井・前掲
注（93）179 頁以下を参考にさせて頂いた）。

95 この点についての検討は、今後の課題としたい。
96 Rojo, supra. note no 1, p. 127.



ルトガル法）、定款がこのルールを変更することはできないものと解さ
れる97。他方、そもそも議題提案権に関する規定を有していない法制に
おいては98 、当該制度に関するルールは、権利保有者たる資格に関する
規定を除き99 、各ヨーロッパ会社の定款において定められることにな
る100。このような実務上の困難を回避するため、議題提案権に関する定
款上の規定は、可能な限り完全なものであることが望ましいとされる101。
（4）招集機関が議題の記載請求を履行しない場合
SE 規則は、総会招集権に関する規定（SE 規則 55 条⚓項）とは対照的

に、議題提案権について、（議案の提案がなされたにもかかわらず、会社
がこれを議事日程に記載しなかった場合に関する）⽛強制的な二者択一
の仕組み⽜（mécanisme coercitif alternatif）102 を用意していない。SE 規
則の立法者によるこの沈黙は、招集機関が議題の記載請求を無視すると
いう場合を想定していないことを意味するとされる。このような場合に
は、当該株主は、別途、議事日程に記載されなかった議題を対象とする
総会を招集しうることになるものと解される。若干の国家法制（たとえ
ば、ポルトガル法）では、このような場合に、利害関係人が総会の招集
を直接請求できる旨を定めているとされる103。
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97 Rojo, supra. note no 1, p. 127. もっとも、定款は本来、かかるルールを補正しうる
ものであるとされる（Rojo, supra. note no 1, p. 127）。

98 Rojo 教授は、議題提案権を有しない国家法制の例としてスペイン法を挙げるが
（Rojo, supra. note no 1, p. 127）、スペインではその後、2005 年 11 月 14 日法律第
19-2005 号によりその株式会社法が改正され、会社資本の⚕％を保有する株主に議
題提案権が認められるに至っている（株式会社法 97 条）。さらに、当該規定がヨー
ロッパ会社の株主にも適用される旨が定められている（株式会社法 338 条）（Plañiol,
supra. note no 1, p. 363, p. 373）。

99 この場合は、SE 規則が直接適用される。
100 Rojo, supra. note no 1, p. 127.
101 Rojo, supra. note no 1, p. 127.
102 この二者択一の仕組みとは、総会招集権に関して、招集機関が請求を履行しない

場合に、管轄裁判所または行政庁が招集を命じるか、または請求した株主もしくは
その受任者に対し招集の許可を与える方式（SE 規則 55 条⚓項）を指すものと考え
られる。

103 Rojo, supra. note no 1, pp. 127-128.



（5）フランスの場合104

SE 規則はそもそも議事日程の作成者を明示していないので、フラン
スにおいて登録されたヨーロッパ会社に対しては、株式会社に適用され
るフランス法が適用されることになる105。したがって、総会の議事日程
は、フランス法では、招集の発議者により決定される（商法典 L. 225-
105 条⚑項）。

しかしながら、総会招集の発議者のみが、当該議事日程を掌握すると
いうわけではない。実際、総会招集の発議者ではない株主であっても、
前記のように、SE 規則によれば、引受済資本の 10％以上を共同で保有
する⚑人または⚒人以上の株主は、議事日程に対し、⚑個または⚒個以
上の議題を追加することができる（SE 規則 56 条）。

フランスでは、総会が招集された後、会社資本の⚕％以上を代表する
⚑人もしくは⚒人以上の株主または（商法典 L. 225-120 条所定の要件に
相当する）株主団体は、議題106 または議案（projet de résolution）を提案
することができる（商法典 L. 225-105 条⚒項）107。企業委員会もまた、
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104 フランスにおける株主提案権については、白石・前掲注（91）61 頁以下、Cannu
et Dondero, supra. note no 1, no 858, pp. 566-567, Merle, supra. note no 1, no 522, pp.
584-585 を参照。

105 Bouchoul, supra. note no 1, no 802, p. 262.
106 フランスでは、従来、議案の提案権しか認められていなかったが、2010 年 12 月

⚙日オルドナンス第 2010-1511 号により、議題の記載請求権も株主に認められるよ
うになった。この改正は、前掲注（94）の EU 株主権利指令⚖条⚑項の要請にもと
づくものである（白石・前掲注（91）63 頁－ 64 頁）。

107 ただし、会社資本がコンセイユ・デタの議を経たデクレ所定の額を超える場合は、
必要とされる割合を減少することができる（商法典 L. 225-105 条⚒項）。具体的に
は、会社資本が 75 万ユーロを超える会社について、株主が保有すべき資本の割合
は、次のように計算される（商法典 R. 225-71 条⚒項）。すなわち、a）最初の 75 万
ユーロについては⚔％；b）75 万ユーロと 750 万ユーロの間に含まれる資本部分に
ついては 2.5％；c）750 万ユーロと 1500 万ユーロの間に含まれる資本部分につい
ては⚑％；d）以上を超える部分については 0.5％である。

この計算方法によると、会社資本の額が大きければ大きいほど株主が保有しなけ
ればならない資本の割合は小さくなり、最終的にこの割合は限りなく 0.5％に近づ



議事日程への議案の記載を請求することができる（労働法典 L. 2323-67
条⚒項）108。

総会は、議事日程に記載された事項（question）のみを対象とする（商
法典 L. 225-105 条⚓項）109。その結果、議事日程は明確にされなければ
ならない110。実際、これは、株主が投票の対象となる議題の性質および
範囲を評価しうる方法で、かつ一切の事情を考慮して自らの意見を述べ
うる方法で、株主に対して明確にかつ分かりやすくなされなければなら
ない（商法典 L. 225-108 条）111。

⚗ 多数決要件
（1）単純多数決と特別多数決
SE 規則において採用された原則は、総会の決議は、同規則またはヨー

ロッパ会社の定款上の住所における株式会社に適用される法制がより高
い多数決を要求しない限り、有効に表明された議決権（voix valable-
ment exprimées; votes validly cast）の過半数によって行われるというこ
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くことになる（白石・前掲注（91）67 頁）。会社資本が増加するほど持株要件が緩和
されるというフランス独自の制度の趣旨は、⽛資本がかなり大きな会社、特に株式
が取引所に上場されている会社において、議事日程への議案の記載を請求するため
に資本の⚕％以上を要求するという要件は過剰であると思われ、法文によって認め
られた権限の行使を実務上不可能にするおそれがある⽜ことにあるとされる

（Marcel Hamiaut, La réforme des sociétés commerciales, tome 2, Dalloz, 1966, p. 133.
白石・前掲注（91）67 頁より引用）。

108 企業委員会による議案の記載請求権については、白石・前掲注（91）78 頁－ 79 頁
参照。

109 もっとも、総会は、あらゆる場合において、⚑人または⚒人以上の取締役または
監査役会の構成員を解任し、かつその補充を行うことができる（商法典 L. 225-105
条⚓項）。

110 前述の SE 規則 55 条⚒項において明示されるべき正確性は、フランス法におい
てもまた存すると指摘される。具体的には、商法典 R. 225-66 条⚒項によると、議
事日程に記載されるべき事項の内容および範囲は、他の文書を参照する必要がない
ように、明確に分かるようにされなければならない（Bouchoul, supra. note no 1, no

804, p. 263）。
111 Bouchoul, supra. note no 1, no 805, p. 263.



とである（単純多数決）（SE 規則 57 条）112。しかし、定款変更の場合は、
ヨーロッパ会社の住所の存する加盟国の株式会社に適用される法制がよ
り高い多数決を定めまたは認めない限り、その決定は⚓分の⚒以上の多
数決によって行われる（特別多数決）（SE 規則 59 条⚑項）。もっとも、
SE 規則は、定款変更の場合であっても、引受済資本の⚒分の⚑以上が代
表されているときは113 、加盟国に対し、議決権の単純多数決で十分であ
る旨を定めうることを認めている（SE 規則 59 条⚒項）114。ただし、フラ
ンスはこの選択肢を利用していない115。
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112 なお、デンマークの学説は、次のように述べる。すなわち、SE 規則 57 条は相対
多数決（relative majority）（第⚒位の得票を得た提案または候補者より多くの得票
を得た提案または候補者が決定される）の可能性を排除しているように読めるかも
しれない。しかしながら、累積投票が採用される場合には、相対多数決で足りると
解される（Werlauff, supra. note no 1, p. 99）。

また、この SE 規則 57 条との関係において、ヨーロッパ会社の定款は、同条を回
避する余地がないものと解される。たとえば、定款において管理機関の構成員の解
任につき、単純多数決ではなくより厳重な多数決を要請することはできないものと
解される（ただし、ヨーロッパ会社に適用される加盟国の株式会社法制が当該多数
決を要求している場合は、この限りではない）。なお、SE 規則の 1991 年修正案は、
会社機関の構成員の選任・解任につき、単純多数決より厳重な多数決を要請するこ
とを禁じていた（同修正案 94 条⚒項。これは会社機関の構成員の選任・解任を困
難にすることによって、経営者の専制を防止する趣旨であった（正井・前掲書注（2）
180 頁））。かかる内容の規定は、2001 年の SE 規則においては採用されなかったが、
単純多数決によっては定款を変更することができないので（SE 規則 59 条⚑項）、
2001 年の SE 規則は 1991 年修正案と本質的には異ならないものであると指摘され
る（Werlauff, supra. note no 1, p. 99）。

113 加盟国の法制が分割払込制度を採用する場合（たとえば、フランス）は、払込未
了の場合も引受済資本に算入され、かつその分子にも算入されるものと解する見解
もある（Werlauff, supra. note no 1, p. 103）。

114 なお、ベルギー法では、SE 規則 59 条⚒項の選択肢を利用している。かかる選択
肢の利用は、定款変更の手続を促進させ、さらに総会の活性化に資するものである
と指摘される（Cordt, supra. note no 1, no 45, p. 161）。

115 Bouchoul, supra. note no 1, no 813, p. 265. なお、学説においては、かかる選択肢は、
若干の決定につき拒否権を有する特別の多数決条項を創設することが不可能であ
ることを前提としているとされる。しかし、かかる拒否権は企業間の協働において
はしばしば不可欠の要件であると指摘される（Menjucq, l’aboutissement, supra.
note no 1, p. 1055, Cathiard et Lecourt, supra. note no 1, p. 409）。



さらに、定款の変更はすべて、SE 規則 13 条に定める公示の対象とな
る（SE 規則 59 条⚓項）。

ところで、SE 規則は、定足数についてはなんら言及していない。他方
で、フランス法は、普通総会と特別総会で、その定足数を区別している

（すなわち、普通総会は、第⚑回の招集について議決権ある株式の⚕分の
⚑以上を要求している（商法典 L. 225-98 条⚒項116）。また特別総会は、
第⚑回の招集について⚔分の⚑以上を要求している（商法典 L. 225-96
条⚒項117））。もっとも、SE 規則は、前述のように（2）、普通総会と特別
総会の区別自体を考慮していない。SE 規則のかかる沈黙により、フラ
ンスのヨーロッパ会社に対しては、フランス法が直接適用されるものと
解される。すなわち、定款変更については、⚔分の⚑以上の定足数が要
求され（第⚑回の招集）、その他の決定については、⚕分の⚑以上の定足
数が要求される（第⚑回の招集）118。
（2）棄権・白票・無効票等の取扱い
他方で、SE 規則は、国家法制が通常定めていないような詳細な規定を

用意している119。具体的にいえば、表明された議決権には、株主がある
いは投票に参加せず、あるいは棄権し、あるいは白票を投じ、あるいは
無効票を投じた株式に付着する議決権は含まれない（SE 規則 58 条）。

上記の SE 規則 58 条によると、単純多数決は、賛成票の数が反対票の
数を上回ったときに達成されるということになる。もっとも、フランス
法は、SE 規則とは異なり、単純多数決は、賛成票の数が反対票の数だけ
ではなく、棄権票、白票、および無効票をも加えた数を上回ったときに
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116 ただし、第⚒回の招集については、定足数を要求していない（商法典 L. 225-98 条
⚒項）。

117 ただし、第⚒回の招集については、⚕分の⚑以上を要求している（商法典 L.
225-96 条⚒項）。

118 Goyet, supra. note no 1, no 211, p. 30.
119 Bouchoul, supra. note no 1, no 814, p. 265. 同旨、Colombani et Favero, supra. note

no 1, no 348, p. 102.



のみ達成される120。この点、SE 規則 58 条は強行規定であり、同規則は、
各国家法制に対して、これを排除しまたは修正する可能性を留保してい
ないと解される。SE 規則においては、かかる投票を算入しないことに
より、多数決を達成しうる可能性が高くなっていると指摘される121。

また、⽛株主が投票に参加しなかった株式に付着する議決権⽜は表明さ
れた議決権に含まれない旨の文言（SE 規則 58 条）は、株主が議決権を
排除されるたびに122 、そのようにして排除された議決権は多数決の計算
に算入されないということを意味すると解される123。
（3）種類株式を発行している場合
複数の種類株式が存在する場合には、総会のすべての決定は、当該決

定によりその特別の権利に影響を受ける各種類株主による別個の投票に
服する（SE 規則 60 条⚑項）。総会の決定が前記 SE 規則 59 条⚑項⚒項
所定の多数決（定款変更の多数決）を要求するときは、当該多数決は、
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120 Goyet, supra. note no 1, no 210, p. 30. フランス法においては、棄権、白票および無
効票は、反対票としてみなされる（Caussain, supra. note no 1, p. 51, Merle, supra.
note no 1, p. 610 et p. 620, Bouchoul, supra. note no 1, no 814, p. 265）。

121 Goyet, supra. note no 1, no 210, p. 30. また、若干の得票で総会決議が一変しうるよ
うな⽛敏感な⽜（sensible）総会において、棄権または無効票が⽛反対票⽜として計
算されないという点は重要であると指摘される（Colombani et Favero, supra. note
no 1, no 348, p. 102）。加えて、白票または無効票に関する SE 規則 56 条のルールは、
デンマークの会社実務とも異なるとの指摘がある。すなわち、デンマークでは⽛表
明された議決権⽜に、賛成票、反対票および白票が含まれ、他方で無効票はこれに
含まれないという実務が定着している。したがって、デンマーク法では、白票は反
対票と同一の効果を有しており、他方、SE 規則では、白票は無効票と同一の扱いを
受ける。本文で述べた Goyet の見解とは異なり、Werlauff は、デンマーク法はこの
ような理由にもとづいてその定着した実務を変更するべきではないので、SE 規則
とデンマーク法との間に、この点、若干の差異がみられることになると指摘する

（Werlauff, supra. note no 1, p. 100）
122 ここで、Goyet は、例として、フランスにおいては、規制された取引（利益相反取

引）に関して利害関係のある指揮者または株主の議決権が排除されること（商法典
L. 225-40 条⚔項）を挙げるが（Goyet, supra. note no 1, no 210, p. 30）、これは取締役
会における議決権についてであって、株主総会での議決権についてではない。

123 Goyet, supra. note no 1, no 210, p. 30.



当該決定によりその特別の権利に影響を受ける各種類株主による別個の
投票が要求される（SE 規則 60 条⚒項）。

フランスでは、ある種類株式の名義人の権利を変更しうる株主総会の
決定は、当該種類株主の種類株主総会による承認の後にのみ確定する（商
法典 L. 225-99 条）。SE 規則は、このルールを大きく緩和しているとい
われる。すなわち、前述のように、当該種類株式を保有する株主の別個
の投票を要求するのみであり、総会の決議は、別個の投票に服するに留
まるからである（SE 規則 60 条⚑項）124。

また、SE 規則 60 条の規定を適用することは、フランスの（株式会社
または）ヨーロッパ会社が利用しうる有価証券の多様性から生じる問題
に直面するとも指摘される（SE 規則⚕条により、有価証券に関するフラ
ンス法は、フランスのヨーロッパ会社に適用される）125。

Ⅲ おわりに
以上、本稿では、ヨーロッパ会社の株主総会について、フランスの法

制を中心に検討した。総会については、前述のように、SE 規則に固有の
規定は存在するが、各加盟国の法制に委ねられる範囲が広いため、28 種
類のヨーロッパ会社の総会が存在するといえよう。したがって、フラン
スに登録されたヨーロッパ会社の実像は、フランスの株式会社の実像に
近似するものになっていると評される126。

ただし、たとえば、フランスに登録されたヨーロッパ会社は、SE 規則
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124 Goyet, supra. note no 1, no 213, p. 31.
125 この問題の原因は次の⚒つにあるとされる。すなわち、第⚑に、フランスにおい

て、種類株式を構成する株式は、特別なルールに服し、種類株主総会を規定する商
法典 L. 225-99 条の適用外になることである（たとえば、議決権なき配当優先株式

（商法典 L. 228-15 条））。第⚒に、種類株式の概念は、（フランスの株式会社および）
フランスに登録されたヨーロッパ会社が発行しうる資本に対する権利を付与しま
たは債権証券の割当に対する権利を付与する有価証券（商法典 L. 228-91 条）の総
体をカバーできないことである（Goyet, supra. note no 1, no 214, p. 31）。

126 Bouchoul, supra. note no 1, no 808, p. 264.



に従い、①普通総会・特別総会・種類株主総会の区別をしていないこと
（Ⅱ⚒）、また②棄権・白票・無効票をカウントしないこと（Ⅱ⚗）等、
フランスの株式会社とは異なるルールが適用される場合もある127。

なお、総会招集権および株主提案権の持株要件について、SE 規則は、
前述のように、これより低い割合を定めうる可能性を留保しつつ、原則
として 10％としている128。とりわけ株主提案権は、その後に採択された
EU 株主権利指令により、⚕％を超える割合を定めることが禁じられて
いるため（同指令前文第⚗文・⚖条⚒項）、SE 規則改正の必要性も考え
られうる（Ⅱ⚖（⚒））。

このような例外は別として、前述のように、フランスに登録されたヨー
ロッパ会社の総会は同国の株式会社の総会に近似しているといえる。他
方で、フランスに登録されたヨーロッパ会社の定款自治は、同国に固有
の制度である SAS（簡易株式発行会社）の制度129 を大幅に取り入れてい
るため、同国の株式会社とも相当異なる特徴を有するものとなってい
る130。この点については、ヨーロッパ会社の運営機構（⚑層制・⚒層制）
の検討とともに、別稿において検討したい。
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127 他方で、総会招集権について、フランスに登録されたヨーロッパ会社は、SE 規則
とは異なる解釈がなされている。すなわち、総会招集権を株主に対し、第一次的に
ではなく、第二次的にしか与えていないと解されている（裁判所の選任する受任者
の関与が必要となる。Ⅱ⚔、⚕）。これは、フランスの株式会社と同様の考え方で
あるが、フランスの実務を SE 規則に適合させるよう是正すべきであるとの指摘も
なされている（前掲注（90）参照）。

128 なお、フランスに登録されたヨーロッパ会社は同国の株式会社と同様に、いずれ
の権利についてもその持株要件は⚕％である（Ⅱ⚕、⚖）。

129 フランスの SAS における定款自治については、小西みも恵⽛フランス簡易株式
組織会社（SAS）における株式譲渡に関する定款自治の拡大と限界（⚑）（⚒・完）⽜
佐賀大学経済論集 42 巻⚔号（2009 年）53 頁以下、同 43 巻⚑号（2010 年）47 頁以
下、同⽛定款自治の拡大と限界：フランス簡易株式組織会社の社員権を中心として⽜
関西学院大学博士論文（2011 年）を参照。

130 Bouchoul, supra. note no 1, no 808, p. 264.


